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③キャリアパス
ハローワーク、労働局及び労働基準監督署に勤務し、複数の業務分野の経験、ブロック内を中心とした

労働局間異動を通じ、労働行政における総合的な知識に裏付けられた専門性を育成し、本人の努力によっ
ては、都道府県労働局部・課（室）長（雇用環境・均等室長を含む。）やハローワークの所長などに昇進す
ることができます。

②労働局間の異動（北関東ブロック内労働局及び東京労働局）
入省後最初の２年間は定着を希望する労働局で勤務し、その後４年間で北関東ブロック内労働局及び

東京労働局のうち、定着を希望する労働局とは別の２局を経験します。

７年目以降幹部等に昇任するまでの間は、定着を希望する労働局にて勤務することとなります。

●労働局とは
厚生労働省の地方支分部局であり、都道府県労働局は全国４7都道

府県に設置されています。
下部機関として労働基準監督署、ハローワーク等があります。

★国民生活に密着し、国民の安全と安心を支える仕事です。
★今後、ますます需要が高まる非常にやりがいのある仕事です。

北関東ブロック・・・茨城・栃木・群馬・埼玉・長野の５つの労働局からなります。

①担当業務・配属先
労働保険適用徴収業務、職業紹介業務、雇用保険業務、雇用対策業務、雇用均等業務等を行います。
具体的には、原則として、次のいずれかに配属されます。

◇ハローワーク
◇労働局総務部（総務課、労働保険適用徴収主務課（室））
◇労働局職業安定部
◇労働局雇用環境・均等室
◇労働基準監督署（庶務関係部署、適用徴収関係部署）

７年目採用 ５年目 幹部等昇任時（おおむね５０歳以降）

※本人の希望、適性や能力に応じて異動を行います。
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各労働局採用関係のお問い合わせ先

○茨城労働局 総務部総務課人事係
〒310-8511 水戸市宮町1－８－３１
電話 ０２９－２２４－６２１１
ホームページ http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

○栃木労働局 総務部総務課人事係
〒320-0845 宇都宮市明保野町１－４ 宇都宮第２地方合同庁舎
電話 ０２８－６３４－９１１１
ホームページ http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

○群馬労働局 総務部総務課人事係
〒371-8567 前橋市大渡町１－１０－７ 群馬県公社総合ビル９階
電話 ０２７－２１０－５０００
ホームページ http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

○埼玉労働局 総務部総務課人事係
〒330-6016 さいたま市中央区新都心１１－２

ランド・アクシス・タワー１６階
電話 ０４８－６００－６２００
ホームページ http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

○長野労働局 総務部総務課人事係
〒380-8572 長野市中御所１－２２－１
電話 ０２６－２２３－０５５０
ホームページ http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

北関東ブロック労働局の職員採用等に関するお問い合わせ先

〇埼玉労働局 総務部総務課人事係
〒330-6016 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２

ランド・アクシス・タワー１６階
電話 ０４８－６００－６２００ 内線１３５・１３６

ホームページ http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 


